
 

付録 

 

 

登記されていないことの証明申請書と記載例 

 

 

    

 

＜重要＞認知症，精神障害等のある方（ご本人）について証明書の発行を受けてくださ

い（申立人についてではありませんのでご注意ください。）。 

  

１ 申請書の作成  

 この申立書等綴りにある「登記されていないことの証明申請書」をご利用ください。 

 ※法務局に備え付けの申請書を利用する場合，証明事項は，「成年被後見人，被保佐人，被補助人，

任意後見契約の本人とする記録がない。」を選択してください。 

 

 

２ 法務局へ申請  

   郵送の場合  →東京法務局のみ 

   窓口申請の場合→東京法務局 又は 埼玉県内では，さいたま地方法務局のみ 

                    所 在 地：さいたま市中央区下落合 5-12-1 

                    電  話：０４８－８５１－１０００ 

                    最寄り駅：ＪＲ埼京線・与野本町駅 

 

 法務局で証明書が発行されます。  

 

 

３ 裁判所へ証明書を提出  

  法務局で発行された証明書を，他の申立資料一式と一緒に裁判所へ提出してください。 

※この申請書は，法務局へ提出するものです。 



この部分を複写して証明書を作成するため，字画をはっきりと，住所または本籍は番号，地番まで正確に記入してください。
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記載例

※後見・保佐・補助開始の審判の申立に使
用する場合は，本籍も記入してください。

↑本人の配偶者が申請する場合は「配偶者」に
チェックしてください。

記載例 本人の配偶者または四親等内の親族が申請する場合
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